
下仁田町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、野生鳥獣による農作物及び林産物の被害を防除する経費に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するため、当該補助金の交付に関し、下仁田町補助金等に関する規

則（昭和４９年下仁田町規則第４号、以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（補助対象者等） 

第２条 補助事業を実施する者（以下「申請者」という。）は、町内に住所を有し、かつ、町内

で被害防除する者又は団体であって、鳥獣被害防止対策事業を実施しようとするものとする。 

２ 補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

鳥獣被害防止対策事業実施に伴い、

国及び県の補助金を活用して事業を

行うもの 

国及び県補助金の対象事業費から

当該補助金額を差し引いた額の２

分の１以内 

なし 

上記に該当せず、直接防除に資する

事業費が３０，０００円を超えるも

の 

２分の１以内 １００，０００円 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第３条 規則第４条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする申請者は、町長が指定する日

までに下仁田町鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて町

長に提出しなければならない。 

２ 交付申請は、同一年度1回限りとする。 

 

（交付決定） 

第４条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは現地確認等の必要な審査を行い、適正であ

ると認めたときは規則第５条の規定に基づき交付決定を行い、下仁田町鳥獣被害防止対策事業

補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

 

（変更承認申請） 

第５条 申請者は、規則第９条第１項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、下仁

田町鳥獣被害対策事業補助金変更等承認申請書（様式第３号）を町長に提出しなければならな

い。 

２ 町長は、前項申請書の内容を審査し、その理由が適当と認めたときは、取消し等の措置を講

じ申請者に対し、事業変更（廃止）承認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 



 

（実績報告） 

第６条 申請者は、規則第１１条の規定に基づき実績報告しようとするときは、下仁田町鳥獣被

害防止対策事業実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この告示は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この告示は、令和４年７月１日から施行する。 

 


